
農地利用最適化推進委員

募集人数 ３名（下記担当地区につき１名）

対象者 農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識
を有する者

１
２

ア
イ

応募方法

受付期間

応募状況の公表

選考方法

選考結果の通知

委員の任期

報酬
基本給（月額）

委員　１２，０００円

能率給（月額） 委員　予算の範囲内で町長が定める額

職務内容 担当地区において、農業委員会の委員と連携
し、次のような活動に従事する。
（1）農地等の利用の最適化の推進
（2）農地パトロール（農地利用状況調査）
（3）農業者の意向確認などの調査活動
（4）農地中間管理機構との連携
（5）その他農業委員会が必要とする活動

応募先
問い合わせ先

選考結果については書面をもって応募した方全員に通知します。
※電話等での結果に関する問い合わせにはお答えできません。

会長　１６，０００円
委員　１２，０００円

農地法に係る農地の権利移動、農地転用の審
査業務、農地利用の最適化に関する指針の策
定、耕作放棄地の解消活動

〒638-0812　　大淀町桧垣本2090番地
大淀町農業委員会事務局(建設産業課内）　0747-52-5543(内線146)

農地利用最適化推進委員担当地区

令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日(３年間)

会長、委員とも　予算の範囲内で町長が定め
る額

推薦用紙または応募用紙に必要事項を記入し、農業委員会事務局へ持参または郵送。提出
書類については返却いたしませんのでご了承ください。
※ 推薦・応募用紙は下記応募先で配布または町ホームページからもダウンロードできます。
※　添付書類として、①住民票（本籍地の記載があるもの）、②個人情報収集の同意書を併
     せて提出してください。
 http://www.town.oyodo.lg.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=831
受付：平日の午前８時３０分から午後５時１５分
郵送：令和８年３月１３日（金）必着

令和８年２月１２日（木）から令和８年３月１３日（金）　

受付期間中及び受付期間終了後ホームページで公表します。(２回)
公表内容
申込書に記載された事項(住所・電話番号を除く)
応募および推薦を受けた者の人数とそのうちの認定農業者の数

提出された応募・推薦用紙の内容により、評価委員会により選考いたします。大淀町の農業の
現状を理解し，今後の大淀町の農業の発展に資する方、農地の利用の最適化の推進に熱意
をもって活動できる方であるかを重視します。
 なお、農業委員会の構成には、農業者以外の者で、中立的で公正な判断をする事ができるも
のを1名以上及び認定農業者が過半数であることが条件となっています。また、女性及び青年
を積極的に登用することとされています。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま
でのもの

大淀町農業委員及び
大淀町農地利用最適化推進委員募集要項

町内に住所を有するもの(特別な事情がある場合を除く)
町の職員でない者

農業に関する見識を有し、農地等の利用の最
適化推進に関する事項その他農業委員会の
所掌に属する事項に関しその職務を適切に行
うことができる者

１４名

農業委員

次の要件に該当する者資格要件

なお、次の要件に該当する者は委員となることができません。

地区名 地区の詳細 募集人数

東部地区 中増・西増・増口・出口・比曽・北六田・北野・新野・馬佐 1名

中部地区 越部・土田・桧垣本・畑屋・持尾・矢走・芦原 1名

西部地区 下渕・岩壺・鉾立・大岩・今木・薬水・佐名伝・福神 1名


